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昨
年

月
ま
で
に
、
各
家
庭
へ

１２

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（

桁
の
番
号
）を

１２

記
載
し
た
通
知
カ
ー
ド
を
送
付
し

ま
し
た
。
１
月
か
ら
、
市
役
所
で

の
手
続
き
に
お
い
て
、
各
種
申
請

書
等
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
な
手
続

き
左
表
に
該
当
す
る
手
続
き
で
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
手
続
き
内
容
に
よ
っ
て
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
し
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
各

担
当
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

■
手
続
き
時
の
本
人
確
認

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
な
手
続

き
の
際
に
、
記
載
さ
れ
た
番
号
が

本
人
の
も
の
で
あ
る
か
確
認
し
ま

す
。
通
知
カ
ー
ド（
図
１
）と
顔
写

真
付
き
の
身
分
証
明
書
、
又
は
個

人
番
号
カ
ー
ド（
図
２
）を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

■問
▼
経
営
管
理
課

（
緯〈

〉２
２
０
５
）

７１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
を
開
始
し

ま
す

図１：通知カード 図２：個人番号カード

個人番号カードがない場合は、通知カードに加え、運転免許証
等の顔写真付きの身分証明書が必要です。

担当課手続き内容

国保年金課（緯〈７１〉２２３０）国民健康保険、後
期高齢者医療等

高齢福祉課（緯〈７１〉２２２６）介護保険等
障害福祉課（緯〈７１〉２２２５）身体障害者手帳等
子育て支援課（緯〈７１〉２２２７）児童手当等
市民税課（緯〈７１〉２２１４）、資
産税課（緯〈７１〉２２１５）税の申告等

●
と
き

①
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト

止
３
月

日
松
～
４
月

日
掌
の

１９

２４

松
掌
抄

②
イ
ー
ス
タ
ー
ダ
ン
ス

パ
ー
テ
ィ
ー
止
３
月

日
松

２６

●
出
演

①
止
午
前

時
～
午
後

１１

３
時
の
う
ち

分
の
ス
テ
ー
ジ
を

３０

１
・
２
回

②
止
午
前

時

分

１０

３０

～
午
後
４
時

分
の
う
ち
の

分

３０

３０

間※
②
の
み
定
員
８
組
。

●
内
容

①
止
音
楽
や
ダ
ン
ス
な

ど
デ
ン
パ
ー
ク
の
イ
メ
ー
ジ
に
合

う
も
の

②
止
イ
ー
ス
タ
ー
の
要

素
を
取
り
入
れ
た
ダ
ン
ス

●
そ
の
他

デ
ン
パ
ー
ク
の
音
響

機
材
を
利
用
で
き
ま
す
が
、
高
度

な
操
作
が
必
要
な
場
合
は
オ
ペ
レ

ー
タ
ー
を
手
配
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
者
多
数
の
場
合
、
出
演
を
お

断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
２

月

日
松
ま
で
に
出
演
の
可
否
を

２７
連
絡
し
ま
す
。
出
演
者
一
人
に
つ

き
２
枚
の
デ
ン
パ
ー
ク
招
待
券
を

進
呈

●
申
し
込
み

２
月

日
昌
ま
で

１０

に
、
代
表
者
の
住
所
・
氏
名
・
電

話（
フ
ァ
ク
ス
）番
号
・
Ｅ
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
・
参
加
希
望
日（
可
能

日
が
複
数
あ
れ
ば
す
べ
て
記
入
）

と
、
演
奏
内
容
の
わ
か
る
Ｃ
Ｄ
、

Ｄ
Ｖ
Ｄ
等
の
デ
モ
テ
ー
プ
を
持
参

か
郵
送（
必
着
）で
デ
ン
パ
ー
ク
イ

ベ
ン
ト
参
加
者
募
集
係（
〒

－４４６

０
０
４
６
赤
松
町
梶
１
／
緯〈

〉
９２

７
１
１
１
）へ

※
デ
モ
テ
ー
プ
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

過
去
１
年
以
内
に
出
演
実
績
の

あ
る
人
は
、
デ
モ
テ
ー
プ
の
提

出
は
不
要
。

■問
▼
デ
ン
パ
ー
ク

（
緯〈

〉７
１
１
１
）

９２

デ
ン
パ
ー
ク「
フ
ラ
ワ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」参
加
者

を
募
集

西
三
河
５
市
で
日
本
版「
首
長
誓
約
」を
結
び
ま
し
た

治
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
、

５
市
が
連
携
し
て
地
球
温
暖
化
対

策
に
取
り
組
み
ま
す
。

※
Ｅ
Ｕ（
欧
州
連
合
）の
取
り
組
み

を
モ
デ
ル
に
、
地
域
で
連
携
し

て
地
球
温
暖
化
対
策
に
取
り
組

む
こ
と
を
誓
約
し
た
も
の
。

昨
年

月

日
、
本
市
と
岡
崎

１２

１２

市
・
豊
田
市
・
知
立
市
・
み
よ
し

市
の
西
三
河
５
市
は
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
地
産
地
消
や
温
室
効
果
ガ
ス

の
大
幅
削
減
、
気
候
変
動
等
へ
の

適
応
に
自
治
体
同
士
が
連
携
し
て

取
り
組
む
た
め
、
日
本
第
１
号
と

な
る
日
本
版「
首
長
誓
約
」（
※
）を

結
び
ま
し
た
。

今
後
、
項
目
達
成
の
た
め
に
具

体
的
な
目
標
や
計
画
を
定
め
、
自

■問
▼
環
境
首
都
推
進
課

（
緯〈

〉２
２
０
６
）

７１
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広
報
あ
ん
じ
ょ
う
広
告
掲
載
者
を

募
集

市
が
発
行
し
て
い
る
、

広
報
あ
ん
じ
ょ
う（
各
号

約
７
万
１
３
０
０
部
発
行
）

に
掲
載
す
る
広
告
を
募
集

し
ま
す
。

●
広
告
概
要

本
紙
毎
月

１
日
号
の
裏
表
紙
下
半
分

（
縦

勺
×
横

勺
）、フ

１３１

１８９

ル
カ
ラ
ー
。
広
告
の
右
上

部
に「
広
告
」と
表
示
し
ま

す（
下
図
参
照
）

●
募
集
契
約
数

３
回
分

を
１
契
約
と
し
、
４
月
１

日
号
～
６
月
1
日
号
及
び

７
月
１
日
号
～
９
月
1
日

号
の
２
契
約

※
広
告
枠
を
複
数
に
分
け
、
別
の

広
告
を
掲
載
す
る
こ
と
も
可
。

※
複
数
の
申
し
込
み
が
あ
っ
た
場

合
は
、
抽
選
で
決
定
。

●
広
告
掲
載
料

１
契
約

万
円

６０

（
消
費
税
等
を
含
む
）

●
応
募
資
格

市
税
・
料
金
の
滞

納
が
な
い
事
業
者
・
広
告
代
理
店

等●
そ
の
他

４
月
～
６
月
に
掲
載

す
る
広
告
主
は
、
７
月
～
９
月
は

広
告
を
掲
載
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

こ
の
ほ
か
に
も
制
約
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
募
集
要
項
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い

●
申
し
込
み

１
月

日
晶
～

１５

２９

日
晶
午
前
８
時

分
～
午
後
５
時

３０

分（
松
掌
を
除
く
）に
、
申
込
書

１５と
会
社
概
要（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
）

を
持
参
か
郵
送（
必
着
）で
秘
書
課

広
報
広
聴
係（
〒

－

８
５
０
１

４４６

住
所
記
載
不
要
）へ

※
申
込
書
・
募
集
要
項
・
作
成
要

領
は
、
同
係
・
市
公
式
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
配
布
。

■問
▼
秘
書
課
広
報
広
聴
係

（
緯〈

〉２
２
０
２
）

７１
ここが広告枠と
なります

広告

広広告掲載のイメー広告掲載のイメージジ

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度

的
・
精
神
障
害
者
等
が
所
有
・
使

用
す
る
軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
で
、

障
害
者
１
人
に
つ
き
１
台

●
申
請
に
必
要
な
も
の

左
表
の

と
お
り

※
障
害
の
内
容
に
よ
り
減
免
に
な

ら
な
い
場
合
や
、
家
族
運
転
で

も
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
普
通
自
動
車
税
の
減
免
や

タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
利
用
券
の

交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
は
減

次
に
該
当
す
る
車
両
は
、
申
請

す
る
こ
と
で
軽
自
動
車
税
の
全
額

が
減
免
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
平
成

年
度
に
減
免
を

２７

受
け
て
い
る
人
に
は
、
平
成

年
２８

度
の
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

◎
対
象
車
両

■
障
害
者
等
が
所
有
す
る
車
両

一
定
の
障
害
以
上
の
身
体
・
知

免
で
き
ま
せ
ん
。

■
公
益
の
た
め
に
所
有
す
る
車
両

社
会
福
祉
法
人
等
が
社
会
福
祉

事
業
を
す
る
た
め
に
所
有
し
て
い

る
軽
自
動
車
等

●
申
請
に
必
要
な
も
の

印
鑑
・

車
検
証
・
社
会
福
祉
法
人
の
定
款

等■
構
造
車
両

車
い
す
移
動
車
等
、
身
体
障
害

者
が
利
用
す
る
た
め
に
構
造
を
改

造
し
、
乗
降
用
ス
ロ
ー
プ
や
固
定

装
置
を
装
備
し
た
軽
自
動
車
や
消

防
車
等

●
申
請
に
必
要
な
も
の

印
鑑
・

車
検
証
・
車
両
や
写
真
等
、
構
造

の
わ
か
る
も
の

◎
申
し
込
み

５
月

日
昇
ま
で
の
午
前
８
時

３１
分
～
午
後
５
時

分（
松
掌
抄

３０

１５

承
を
除
く
）に
、
そ
れ
ぞ
れ
申
請

に
必
要
な
も
の
を
持
っ
て
市
民
税

課
へ

■問
▼
市
民
税
課

（
緯〈

〉２
２
１
３
）

７１

障害者等が所有する車両の減免申請に必要なもの

必要なもの運転者

①印鑑 ②車検証 ③運転免許証 ④身体障害
者手帳・戦傷病者手帳のいずれか１つ障害者本人

①印鑑 ②車検証 ③運転免許証 ④身体障害
者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者
保健福祉手帳のいずれか１つ

障害者と同一世帯
の家族

①印鑑 ②車検証 ③運転免許証 ④生計同一
証明書 ⑤身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療
育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか１
つ

障害者と同一世帯
でない家族

①印鑑 ②車検証 ③運転免許証 ④常時介護
証明書 ⑤身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療
育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか１
つ

常時介護する人

表表表紙紙 裏表裏表紙紙


